
屋外広告業登録チェックシート 

添付書類 内 容 添付 審査 

屋外広告業登録申請書 

（第11号様式） 
・ 登録申請者が法人の場合は役員の氏名を記入 □ □ 

誓約書 

（第12号様式） 

・ 登録申請者（役員および法定代理人）が、条例第46条第1項各

号のいずれにも該当しない旨を記入 

 

【条例第46条第1項各号による登録の拒否】 

・ 登録の取り消しから2年を経過しない者 

・ 取り消しを受けた法人で、処分のあった日前 30 日以内に、そ

の役員をしており、処分のあった日から2年を経過しないもの 

・ 営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者 

・ 罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から2年を経過しない者 

・ 奈良市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等 

・ 法定代理人が、上記のいずれかに該当するもの 

・ 法人の役員が、上記のいずれかに該当する場合 

・ 市内の営業所ごとに業務主任者を選任していないもの 

□ □ 

略歴書 

（第13号様式） 

・ 屋外広告業に関する略歴、及び賞罰について記入 

・ 登録申請者、法定代理人、登記事項証明書に記載された役員全

員の略歴書が必要です。 

□ □ 

□個人 住民票の写し 
・ 3ヶ月以内のものを添付願います。 

・ コピー添付の場合、原本照合が必要です。 
□ □ 

□法人 登記事項証明書 

登録申請者が選任した業務主

任者が条例第52条第1項各号

のいずれかに適合する者であ

ることを証する書類の写し 

・ 屋外広告士 

・ 屋外広告物講習会修了者 

・ 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能

検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係

るもの 

・ 市長が、規則で定めるところにより、講習会修了者と同等以上

の知識を有するものと認定した者 

□ □ 

申請手数料（10,000円） 

・ 納入通知書と登録通知書の送付用封筒を2通ご用意下さい。 

（住所氏名を記入し、110円切手を貼った定型封筒） 

 

・ 後日、納入通知書を送付いたしますので、指定金融機関窓口に

て手数料の納入をお願いいたします。 

 

 

 

□ □ 

  裏面へ続く 



その他、市長が必要と認める
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登録通知書について 
・ 納入が確認できてから５日程度で登録通知書を送付いたし 

ます。 
  

 

 

※ 記入事項に訂正等があった場合は、訂正印の捺印が必要となります。 


